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この文書は、水産基本法（平成13年法律第89号）第10条第１

項の規定に基づく平成17年度の水産の動向及び講じた施策並び

に同条第２項の規定に基づく平成18年度において講じようとす

る水産施策について報告を行うものである。
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～水産この一年～トピックス

１ おいしい魚で健康ライフ

～食育で伝える魚食文化～

魚は、子どもからお年寄りまであらゆる年代の日本人の食生活に欠かせない

食べものです。魚は、日本人の動物性たんぱく質摂取量の４割を占めているだ

、 。 、けでなく カルシウムやビタミン類といった重要な栄養素の宝庫です さらに

魚の脂質に含まれるＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）やＥＰＡ（エイコサペンタ

エン酸）は、血栓を作りにくくしたり脳の発育や視力の向上に関与しているこ

とが知られていますが、これらは他の食品には見られない魚特有の成分です。

では、ＤＨＡやＥＰＡの効果は魚を食べる量によっても違うのでしょうか。

厚生労働省研究班が全国４万人を対象として行った大規模調査の結果、魚を週

に８回食べる人は、１回しか食べない人に比べて、心筋こうそくを発症するリ

スクが約６割低くなったことが、平成18年１月、米医学誌「サーキュレーショ

ン」に発表されました。我が国は世界一の長寿国ですが、その一翼を担ってき

たのは魚食文化であると言っても過言ではないでしょう。

しかし、近年、我が国でも栄養バランスが偏ったり不規則な食事が増えてい

るほか、食に関する感謝の念や伝統ある優れた食文化が失われつつあります。

このような状況に対し、国民運動として食育を推進することにより、国民が生

涯にわたって健全な心身を培い、豊かな人間性をはぐくむため、食育基本法が

17年に制定されました。

食育に関する取組の一環として、望

ましい食事の組み合わせや量をわかり

やすくイラストで示した「食事バラン

スガイド」が策定されました。これを

活用して、ごはんを中心に多様な副食

を組み合わせた「日本型食生活」の実

践を推進しています。

○ 平成１７年度水産の動向
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内閣府が行った「食育に関する特別世論調査 （17年９月公表）では、回答」

者の約７割が「食育」に関心があると回答しています。このような国民の高い

、 。関心に応え 各地で食育を通じて魚食のよさを伝える取組が展開されています

愛媛県では 「魚触 「魚色（嘱 「魚職 「魚殖 「魚飾 「魚食」の６つの、 」 ）」 」 」 」

「ぎょしょく」をコンセプトとした教育プログラムに関する研究が、農林水産

省の助成により行われました。これは、魚に直接触れたり魚の調理実習といっ

た体験学習を行う「魚触 、魚の種類や栄養等の魚本来の情報を学ぶ「魚色」

（嘱 、魚の生産・流通現場を学ぶ「魚職・魚殖 、飾り海老や祝い鯛などの）」 」

伝統的な魚文化を学ぶ「魚飾」の学習プロセスを経て「魚食」に到達する、小

・中学校の児童・生徒と保護者を対象とした、総合的な「ぎょしょく教育」プ

ログラムです。

「 」（ ） 、漁業や魚食文化を考える市民団体 ウーマンズフォーラム魚 ＷＦＦ は

今後の食生活を支える子どもたちに海とのつながりを学んでもらうための地道

な活動を長年行っています。その一つ「浜の母さんと語ろう会」では、毎年、

「 」 。 、都会の小学生が漁村のお母さんから 海と魚 について学んでいます 17年は

北海道からマコガレイ、富山県からベニズワイガニ、宮城県からサンマを携え

てきた「浜の母さん」が児童と一緒に浜の自慢料理を作り、それを皆で味わい

ながら語り合いました。また、参加した児童の中から選ばれた子供記者が富山

県新湊へ行き、漁業体験や現地の子供との交流を通じて漁村を取材しました。

宮崎県漁業協同組合連合会も毎年、県下の複数の高校において「お魚料理教

」 、 。室 を開催し 高校生にカツオなどの魚の捌き方や調理方法を指導しています

このような取組は、全国各地で漁協女性部・青壮年部を中心に展開されていま

す。

「浜の母さん」と魚料理作り（ＷＦＦ） 魚市場で取材する子供記者たち（ＷＦＦ）



*1 WTI原油：West Texas Intermediate 西部テキサス原油。アメリカが産出する代表的

原油で世界の原油市況の指標となっている。

*2 1バーレル＝約159リットル

*3 期近（きぢか ：先物取引において、受渡期日がもっとも早く到来する限月（売買約）

定を最終的に決済しなければならない月）のこと （反意語は「期先 （きさき 。。 」 ））

*4 終値（おわりね ：後場立会の最終約定値段）
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燃油価格高騰の影響２

～省エネ型漁業への転換の取組～

原油価格の世界的な高騰が続いています 平成17年８月末には 米国産の W。 、 「

TI原油 」の価格が史上最高の69.81ドル／バーレル （期近 終値 ベース）を
*1 *2 *3 *4

記録、概ね30ドル／バーレルで推移していた15年から２年で２倍の水準となっ

ています。

価格上昇の原因については、①中国をはじめとする世界の石油需要の急増、

②OPECの余剰生産力の低下という構造的要因に加え、③米国のハリケーン被害

や中東情勢といった供給面の不安定要素、④投機という短期的変動要因の４点

が挙げられていますが、原油価格は現行水準が今後ある程度継続するものと見

込まれています。

原油価格の高騰は、石油製品全般の価格上昇をもたらしており、様々な分野

への影響が懸念されていますが、漁業分野では、これまでの省エネ取組の遅れ

から他産業に比べて経費に占める燃料費の割合が高いこと、また漁獲物価格へ

の転嫁も困難な状況であることか

ら、漁業経営への深刻な影響が懸

念されています。たとえば、中小

漁船漁業平均では、燃油価格が17

年末の水準で推移し、燃油使用量

は15年度当時のままと仮定する

と、年間の燃油代は、15年度に比

べて約700万円増加することが見

込まれます。
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こうした中、漁業者団体においては、現下の原油価格水準でも維持可能な強

い漁業経営へと構造改革を進めていくため、漁業者が省エネに取り組むに当た

って指標となる「工程表」を、漁業種類や地域ごとに、それぞれの実態に応じ

て作成しており、今後これに基づき漁業者の省エネの取組を推進していくこと

としています。

原油価格の高騰に対しては、国として関係省庁が連携して取り組むこととし

ております。

漁業者や団体の取組を緊急に支援するため、17年度補正予算により造成され

た「経営体質強化緊急総合対策基金」及び18年度予算において、漁協系統の燃

油流通の効率化や漁業者の協業化による省エネ対策など 「工程表」に沿った、

取組を支援することとし、漁協系統による燃油流通の効率化を図るため、県域

で策定する「物流効率化プラン」に基づいた、燃油タンクの集約・再配置や自

動管理システムの導入の取組を支援することとしています。このような取組を

通じた人件費や施設管理費の削減により漁業者への燃油供給価格の引下げ効果

が期待されます。

さらに、共同漁場探索船による共同操業をはじめとする協業化を促進すると

ともに、いか釣り漁業等について、従来の集魚灯に比べて電力消費量が約30分

の１で済む発光ダイオード式集魚灯への転換を進めることにより、省エネ型漁

業への転換をソフト、ハードの両面で支援することとしています。

また 「エネルギー使用合理化事業者支援事業」を活用して、省エネルギー、

効果の高い設備・施設を導入することが可能となっています。

都道府県においても、省エネに取り組む漁業者に対して緊急に低利で資金を

融通するため金融機関への利子補給や漁船燃料節減のための啓発等を行ってい

ます。

一方、中期的な取組として、省力化による低コスト経営への転換など、漁船

漁業の構造改革についても検討していくこととしています。

漁業者が、以上のような支援策を活用して省エネや省コストに取り組み、で

きる限り早く省エネ型漁業への転換を図ることが期待されます。
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３ 大型クラゲの大量出現

～大型クラゲ被害に対する取組～

平成17年は、大型クラゲが東シナ海方面で大量に出現、日本沿岸に漂着し、

漁業に大きな被害を引き起こしました。17年9月から12月末までの集計で約10

万2千件の被害が報告されています。

「大型クラゲ」とは、エチゼンクラゲ、ビゼンクラゲ及びヒゼンクラゲの３

種の総称で、成長すると、大きいもので傘径150cm以上、重さは150kgにも達し

ますが、大量に押し寄せているのはエチゼンクラゲです。過去には大量に出現

することはまれでしたが、近年では14年、15年と２年連続して大量出現し、多

い事例では１日に数千個体が定置網に入網しました。17年はこれまでよりも約

１か月早い７月上旬に東シナ海及び長崎県対馬で目撃され、その後、日本海を

北上し、津軽海峡を横断後、太平洋を南下する形で分布範囲を広げました。四

、 。国沖や瀬戸内海沿岸 東海地方や関東沿岸でも多数の存在が確認されています

大型クラゲは全国各地で定置網やまき網を中心に大量に入網し、漁具破損、

漁獲物の鮮度低下、漁撈作業の遅延などの被害が多数報告されています。

このような事態を受けて、国、都道府県、大学

及び漁業関係者などが一体となって、洋上駆除を

はじめとする大型クラゲ対策に取り組みました。

また、12月に中国で開催された大型クラゲに関

する第２回日中韓国際共同ワークショップでは、

３カ国の研究者から生態、対策、利用などに関す

る多数の報告がなされるとともに、共同調査につ

いて話し合われました。今後は、17年度補正予算

により造成された「経営体質強化緊急総合対策基

金」を活用して駆除に要する費用に対する助成等

を行うほか、発生原因の解明を目的とした中国・

韓国との共同調査を含め、引き続き対策に取り組

むこととしています。
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４ わが海、わが港の自慢

～未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選～

水産業や漁村は、水産物を供給するほかに、海洋性レクリエーションや体験

学習といった交流の場を提供したり、地域色豊かな食文化や伝統文化を承継す

るといった多様な役割を果たしています。そのような、漁村の魅力を掘り起こ

し、忘れ去られていく歴史や文化に光をあてることを目的として、平成18年２

月 「未来に残したい漁業漁村の歴史文化財産百選」が選定されました。、

百選では、すでに有名なものだけでなく、津々浦々の隠れた施設や史跡、遺

跡の発掘も目指して広く国民から公募を行い、水産分野のほか観光分野の専門

家や作家、写真家から成る選定委員会において、漁業の営みから生まれた歴史

的な財産、文化の香り高い財産や水産の礎を築いた施設が選ばれています。

なお、選ばれた百選については （社）全国漁港漁場協会のホームページ、

（http://www.gyokou.or.jp/index.htm)で御覧頂けます。

漁船の動力化により一度は姿を消したが、
その後、観光船として復活した霞ヶ浦北浦の
「帆びき船 （茨城県 。」 ）

船泊りがない荒磯に浜石を積み上げ屋根を
葺いて造られた舟屋（藻小屋 （長崎県対馬）
市 。）

冬季の強い北西風から漁村の家屋を守るた
め明治初期に建造された石垣（愛媛県愛南
町 。）

寛平元年（889年）創建の貴船神社の例祭
「貴船まつり」の「小早船 （神奈川県真鶴」
町 。）



*1 IOTC：Indian Ocean Tuna Commission 23か国＋ECが加盟（17年12月現在）

*2 IATTC：Inter-American Tropical Tuna Commission 15か国が加盟(17年12月現在）

*3 ICCAT：International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas 40か国＋ECが加盟

（17年12月現在）

*4 WCPFC：Western and Central Pacific Fisheries Commission 22か国＋EC、台湾が加盟（17年12月

現在 。我が国は2005年（17年）７月に加盟。）
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５ マグロの乱獲許しません

～地域漁業管理機関で進む資源管理強化～

マグロ類のような広範囲に回遊する魚種（高度回遊性魚種）については、回

遊範囲ごとに地域漁業管理機関を設立して関係国の協力により貿易制限を含む

取組を行い資源を管理する必要があります。

2005年（平成17年）は各管理機関の取組に大きな進展がみられました。

インド洋まぐろ類委員会（ＩＯＴＣ 、全米熱帯まぐろ類委員会（ＩＡＴ*1）

ＴＣ 、大西洋まぐろ類保存国際委員会（ＩＣＣＡＴ 、中西部太平洋まぐ
*2 *3
） ）

ろ類委員会（ＷＣＰＦＣ ）の各年次会合において、メバチの過剰漁獲や漁獲
*4

海域の偽装などを行っていた台湾漁船についての問題が取り上げられました。

特にＩＣＣＡＴにおいては、台湾に対し、2006年（18年）の漁獲枠の大幅削減

や減船という制限措置がとられました。

また、ＩＣＣＡＴの年次会合では、養殖場に搬入されるクロマグロの漁獲管

理を徹底するため、ＩＣＣＡＴに登録されていない養殖場やＩＣＣＡＴの勧告

に基づく魚体サイズデータの収集を実施していない養殖場からのクロマグロの

輸入は禁止されることとな

りました。

我が国は、今後とも漁獲

能力の管理や違法漁船対策

を積極的に進め、地域漁業

管理機関の取組の強化を通

じて、マグロ類資源の持続

的な利用の確保に努力して

いくこととしています。



*1 中食：レストラン等における「外食」と家庭での手作りの食事（ 内食（ないしょく・うちしょ「

く 」と呼ばれる）の中間にあたる食の形態であることから、こう呼ばれている。）
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特集 消費者ニーズに応える産地の挑戦Ⅰ

１ 水産物の消費・流通と消費者の購買行動・
意識の変化

（１）水産物の消費動向の変化

過去４０年間で、生鮮魚介類（冷凍を含む）の１人１年当たり供

給量は総じて増加しているが、１人１年当たり購入量は逆に緩やか

に減少（図Ⅰ-１-１ 。）

その理由の一つは、外食や中食による摂取が増えた分、食材とし

（ ）。て消費者に直接購入される生鮮魚介が減少したこと 図Ⅰ-１-２

食料支出額に占める外食と調理食品の割合が大きく伸長。近年、

外食の伸びは止まっているが、弁当、おにぎり、惣菜等の「中食」

（なかしょく） 市場は伸び続けており、その理由として、①単身
*1

世帯・２人世帯の増加、②女性の社会進出が挙げられる。

→ 17動向P.9
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生鮮魚介の供給量が増加しているのに購入量が減少しているもう

一つの理由は、生鮮魚介の購入形態が、切り身や刺身が増え、すな

わち頭や骨といった不可食部（約４５％）が除去された上で販売・

購入されるようになったこと。

日ごろ最もよく購入する魚介類の形態は、スーパーマーケット、

鮮魚専門店、生協等の宅配のいずれも「切り身」が最多。刺身も多

、 、 （ ）。く 調理しやすい すぐ食べられる形態のものが多い 図Ⅰ-１-６
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（２）消費者の購買行動と意識

消費者が食料品を購入する際に注意する点は、鮮魚と野菜は「鮮

度や品いたみの程度」が２位以下を大きく引き離して多数。精肉は

「産地や銘柄 （図Ⅰ-１-８ 。鮮魚と野菜は、購入店も「鮮度」で」 ）

選ぶ傾向がある。

（３）量販店のシェア拡大と鮮魚小売店の生き残り戦略

鮮魚を購入する際、最もよく利用されているのはスーパーマーケ

ットで、平成１５年には約７割（図Ⅰ-１-16 。）
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消費者が購入店を選ぶ理由は、スーパーマーケットは「便利な場

所だから」などの利便性、鮮魚店は約９割が「新鮮なものが多いか

ら」で鮮度の良さ、生協などの宅配は「品物に安心感があるから」

などの安心感。

スーパーマーケットは、大型店舗を多数有し一度に大量の商品を

計画的に仕入れるため、取扱品目がマグロ、サケといった流通量の

多い魚種やロットがまとまった輸入品が中心となる傾向。このため

に、日本の沿岸や近海で獲れる多種多様な旬の魚を十分に供給しに

くい面がある。

鮮魚店はかなり減ったが、対面販売の良さを生かして、調理法を

アドバイスして旬の魚をすすめたりするなどのきめ細かな顧客サー

ビスや、市況に応じて多種多様な旬の魚を提供する季節感ある店づ

くりで量販店との差別化を図っている。
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（４）水産物の流通ルートの多様化の急速な進展

四定条件（定量、定質、定価、定時）を求めるスーパーマーケッ

トが小売の大半を占めるようになった結果、消費地市場を経由しな

い直接取引や、市場経由でも相対取引が増加。

水産物の分野でも、インターネットを活用して独自に消費者向け

電子商取引（ＢtoＣ = Business to Consumer 、企業間電子商取引）

（ＢtoＢ = Business to Business）により販路を開拓している生

産者や漁協が出現。

小売価格に占める生産者受取価格の割合は、野菜類の３０～４０

％に対し、水産物では２０～３０％程度。水産物は、産地卸売市場

を経由するため野菜類より１段階多い６段階流通であるほか、常時

冷蔵による鮮度保持が必要、切り身や刺身への加工経費がかかるた

め、流通マージンが高くなりがち。

小売店が直接産地から調達している事例（３段階流通）では、流

通経路の短縮により流通マージンが抑えられ、６段階に比べて生産

者受取価格は高く小売価格は低く抑えられている（図Ⅰ-１-25 。）
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（５）魚価の消費地高・産地安の実態

小中学生の子どものいる家庭の６割近くは、夕食に魚介料理を食

べる頻度が週２日以下。その理由は「肉より割高だから」が最も多

く約４割。一方、漁業者から見れば「燃油価格の高騰が続く中、魚

価は低迷しており、燃油代も稼げない」状況。魚価についての認識

は生産者と消費者で大きく異なる。

例えば、サバはサイズによって生鮮向け、加工向け、飼料・餌料

向けに分けられるが、産地価格（１kg当たり）は用途によって大き

く異なっており、生鮮向けと比べて加工向けは２分の１、飼料・餌

料向けは１０分の１。小売価格（生鮮）と比較すると、生鮮向けの

産地価格は４割程度であるのに対し、全用途を平均した産地価格は

２割に満たない水準で、どの産地価格と比較するかによって小売価

格との関係が大きく異なっている（表Ⅰ-１-１ 。）
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生鮮向け出荷量は比較的安定、加工向け出荷量も極端には変動し

ないことから、生産量が増えると飼料・餌料向けの割合が増え、産

地価格（全用途平均）が下落。

生鮮向けが１割にとどまり飼料・餌料向けが７割を占めた９年の

産地価格（全用途平均）は６２円／kgであったのに対し、生鮮向け

が２割に増え飼料・餌料向けが５割まで下がった１１年は１０８円

／kgに上昇。

１７年は小型魚（飼料・餌料向け）を中心に生産量が大幅に増え

た結果、産地価格（全用途平均）は４０円／kg近くにまで下落。

消費地卸売価格（生鮮、ほとんどが国産）が３００円／kg前後で

推移しているのに対し、一般に国産品より大きなサイズの輸入価格

（冷凍）は、世界的な需要増等により上昇しており、国産の生鮮品

と同水準（図Ⅰ-１-28 。）

産地価格の高い生鮮・冷凍向けの魚を中心に漁獲する、サイズが

小さく飼料・餌料向けとされる魚を養殖して食用サイズにまで大き

くしてから出荷するといった付加価値向上のための創意工夫が課

題。
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（６）産地による販売力強化の必要性

消費者ニーズは鮮度、利便性、そして低価格と多岐にわたり、年

齢層によっても違う。輸入水産物や水産物以外の食品との競争の中

で、鮮度や多様性・季節性といった国産水産物の持つ特長を活かし

て、変化する消費者ニーズにどのように応えていくかが重要。

水産物の購入先が変化し、流通ルートが多様化する中で、産地に

よる販売力強化が必要。産地の販売力強化を図る上では、産地市場

の構造改革を進めることが重要。全国に約９００ある産地市場の多

くは零細なもので、水揚量の減少により価格形成力が低下。このた

め、零細な産地市場の統合により、市場機能を回復するとともに、

産地市場の営業力を向上させることが必要。
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また、漁協が自ら買参権を取得し流通に参入したり、大手スーパ

ーマーケットで営業活動を行うといった積極的な販売への取組も重

要。

魚をたくさん食べる人ほど心筋梗塞になりにくい
－厚生労働省研究班－

魚の脂質に含まれるＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）やＥＰＡ（エイコサペ

ンタエン酸）には、血管を詰まりにくくすることによる生活習慣病の予防や

。 、 （ 、脳の発育に効果があることが知られています これまでも 少しでも 週１

２回）魚を食べることが心筋梗塞をはじめとする虚血性心疾患の予防につな

がるという、海外の研究報告がいくつかありましたが、週１、２回以上、た

くさん魚を食べるとさらに虚血性心疾患の予防効果が高くなるかどうかを示

す研究結果は、これまで報告されていませんでした。そこで、厚生労働省研

究班は、平成２年から約11年間にわたり、岩手県、秋田県、長野県、沖縄県

に住む男女約４万人について、食事を含む生活習慣と虚血性心疾患発症との

関連を追跡しました。

追跡期間中に虚血性心疾患を発症した男性207人、女性51人、合計258人に

ついて、高齢や喫煙など他の要因の影響を除いた上で魚の摂取量との関係を

分析したところ、摂取量が最も多い（週８回に相当）グループの全虚血性心

疾患のリスクは、最も少ない（週１回に相当）グループの63％になりました。

心電図、血液検査などで心筋梗塞と確定診断されたものに限ると44％と、リ

スクの低下傾向がよりはっ

きり示されました（図 。日）

本人の一人当たりの魚介類

の消費量は世界でもトップ

レベルです。今回の調査に

よって、魚による虚血性心

疾患予防効果は、週１、２

回程度でも期待できるけれ

ども、それ以上に食べると

さらに高くなることがわか

りました。
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２ 産地における取組事例

（１）漁協による大手スーパーマ

ーケットへの営業活動の積極

展開

福島県のＡ漁協は、首都圏の大

。手スーパーマーケットと直接取引

店舗に出向き売場づくりも指導す

るなど積極営業を展開している。

（２）安全性と品質の向上に向けた

ギンザケ養殖

宮城県の「伊達のぎん」は、独自

開発の餌で高品質化を図り、生産履

歴の徹底開示で信頼確保に努めている。

（３）観光化とともに地産地消を

促進する産地海鮮市場

鳥取賀露港の「かろいち」は、

地場の海産物を活用した新たな観

光拠点として成功 「安くて新鮮」。

を求める人で賑わっている。

（４）レストランをはじめとする

新規販路開拓によるトロール

漁業生残りへの戦略

八幡浜市で沖合底びき網漁業を

営むＢ社は、地元施設への加工販

売やインターネットを活用した直

販事業を展開している。

→ 17動向P.36
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（５）産地と販売先を結ぶ卸主導

型ブランドづくり

築地市場（東京）を拠点とする

水産物卸売業Ｃ社は、全国の産地

や販売先と手を組み 「お宝ブラ、

ンド」を立ち上げた。

（６）インターネットを活用した

鮮魚の産地直送サービス

一般商社のＤ社は、産地と提携

してインターネット通販「にっぽ

ん地魚紀行」を立ち上げ、高鮮度

で美味しい魚を提供している。

（７）産学官連携による水産都市

づくり

函館市は、大学等の研究機関の

集積や産学官連携を核として、水

産・海洋分野の学術・研究拠点都

市の形成に取り組んでおり、その

成果として、例えば、イカを生か

したままパックして流通させる技

術などが開発されている。
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３ 産地による販売力強化のキーポイント

（１）科学的な生産・流通管理に裏打ちされた高品質化・ブランド

化

水産物の高品質化やブランド化成功の背景には、科学的な生産管

理や流通管理の努力がある。産官の連携協力も鍵。

（２）積極的な情報開示による消費者との顔の見える関係づくり

消費者の食品の安全性に対する関心に応え、安全性向上のための

取組のアピール、消費者との顔の見える関係づくりが重要。

（３）新製品開発や異業種間連携による販売促進

消費者ニーズの変化を的確に捉えた新製品開発、女性の視点を活

かした家庭料理の商品化、食品メーカーと連携した食卓への提案な

ど、柔軟な発想や工夫が産地の販売力の強化につながっている。

（４）地場の魚を活かす産地の多角的な取組

産地直売施設や海鮮レストランの開設、体験漁業など、水産業・

漁村の「交流の場の提供」機能をうまく発揮して、事業の多角化に

成功している事例も多い。

（５）ＩＴの活用による新規販路の開拓

インターネットによる産地直売市場は急速に拡大している。ＩＴ

を活用した電子的・情報的な産地市場統合の事例もある。

（６）積極的なＰＲ活動による海外市場進出

中国沿岸部における高所得者の増加を背景に、中国向け水産物輸

出が伸びている。海外市場の開拓も重要。

→ 17動向P.46
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平成16年度以降の我が国水産の動向Ⅱ

１ 我が国の水産物の需給

（１）国内漁業生産

平成16年の我が国の漁業生産量は、前年に比べて５％減少し578

万トン（表Ⅱ-１-１ 。漁業生産額は、0.9％増加し１兆6049億円。）

17年に資源評価が行われた魚種・系群のうちの半数以上が、資源

水準が低位（表Ⅱ-１-３ 。）

→ 17動向P.54
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17年度は 「日本海沖合ベニズワイガニ資源回復計画 「南西諸、 」、

島海域マチ類資源回復計画」など７計画を新たに策定、実施。

17年には、過去三年間に引き続き日本海から太平洋側にかけて大

型クラゲが大量に出現し、漁業に大きな被害。17年度補正予算によ

（ （ ）る対策基金や18年度予算により駆除等の対策 トピックス３ P.6

参照 。）

16年６月 「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止等に、

関する法律」が制定され、17年６月にオオクチバス等４魚種が、18

年２月に魚類９種、無脊椎動物４属６種が特定外来生物に指定。

カワウによる漁業被害の防止・軽減のため、漁場への飛来防止や

駆除の措置。

（２）水産物貿易

16年の我が国の水産物輸入は、数量では対前年５％増の349万ト

ン、金額では４％増の１兆6,371億円（表Ⅱ-１-４ 。）
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国際的にみると、我が国は、世界の水産物貿易において、輸入金

額の18％、輸入数量の11％（いずれも15年）を占め、数量・金額と

もに、引き続き世界最大の水産物輸入国。中国は近年、水産物輸出

国としての地位を高め、15年には輸出金額で世界第１位、輸出数量

で第２位の輸出国（表Ⅱ-１-６ 。）

、 、16年の我が国の水産物輸出は 数量では対前年15％増の42万トン

金額では10％増の1,482億円。輸出数量は過去５年間で倍増（表Ⅱ-

１-７ 。）
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（３）水産物の加工・流通

水産加工品の主要品目の生産量は、全体としては前年並み。

16年の主要産地漁港の上場水揚量は前年に比べて３％減少、平均

価格は７％上昇し192円／kg。

主な消費地市場における水産物の取扱量は減少傾向。平均価格は

前年並み。

（４）水産物の安全性確保と表示の充実

農林水産省、食品安全委員会、厚生労働省等が連携して全国各地

でリスクコミュニケーションを推進。

水産加工品の表示については、既に原料原産地表示が義務付けら

れている塩蔵サバ等６品目に加え、16年９月に「しらす干し 「か」、

つおのたたき｣等生鮮食品に近い水産加工品６食品群が対象とされ､

18年10月から義務化。

また、17年７月、農林水産省より「外食における原産地表示に関

するガイドライン」が示された。

（５）水産物消費と自給率

16年の魚介類の国内消費への仕向量（原魚換算ベース）は、対前

年５％減の1,048万トン。このうち食用仕向量は約８割で、対前年

２％減の801万トン、年間国民１人当たり62.7㎏（粗食料 。純食料）

ベースでは年間１人当たり34.5kg。

16年の食用魚介類の自給率は、対前年２ポイント低下の55％（図

Ⅱ-１-８ 。）
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群馬県山間部の高校に水産コース新設

全国的には高校の水産学科の生徒数が減少していますが、群馬県の山間部

に立地する県立万場高校では、地域の過疎化、少子化や生徒の関心の多様化

に対応するため、学校近辺を流れる豊かな水質に恵まれた神流川の存在を活
かんな

かして、17年度から新たに水産コースを設置しました。

水産コースの新設によって従来40数名で推移していた全校の新入生徒数が

73名に増加しました。千葉、埼玉等の他

県や県内の他の地域からの出身者が８割

を占めており、全国的に関心を集めてい

ることが伺えます。

神流川流域の豊かな自然環境を活かし

た特色ある教育により、淡水魚栽培漁業

の拠点となることを目指しています。
体験授業の様子
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２ 我が国漁業をめぐる国際動向

（１）二国間の漁業関係

韓国、中国との間では、それぞれ日韓、日中間の協定に基づき相

互に入漁しているが、17年は中国水域に漁場が形成されなかったこ

とから日本漁船は中国水域では操業せず。

ロシアとの間では、日ソ地先沖合漁業協定、日ソ漁業協力協定及

び北方四島周辺操業枠組み協定の３つの協定に基づき操業。

太平洋島しょ国、アフリカ諸国の200海里水域内においては、政

府間協定あるいは民間契約により、我が国漁船が操業。

（２）外国漁船の取締り

我が国排他的経済水域及び領海において外国漁船の監視・取締り

を実施。17年の拿捕件数は16件、立入検査件数は148件、漁具押収
だ ほ

件数は44件。最近は、立入検査を拒否して逃走するといった悪質な

違反が目立ってきており、監視・取締りの強化に努めている。

（３）多国間の漁業関係

ア カツオ・マグロ類をめぐる動き

無秩序操業対策として、2003年(15年)以降、各地域漁業管理機関

においては、正規許可船の漁獲物についてのみ国際取引を認める正

規許可船リスト（ポジティブリスト）対策を決議。マグロ類の最大

の輸入国である我が国は、この対策を実施。

2005年(17年)の各地域漁業管理機関の年次会合では、台湾問題な

どについて進展（トピックス５（P.8）参照 。）

唯一の空白域となっていた中西部太平洋については、2004年（16

→ 17動向P.74
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年）６月の中西部太平洋まぐろ類条約（ＷＣＰＦＣ）が発効。我が

国は2005年(17年）７月に同条約に加盟。

イ 国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）

（ ） （ ） 、2005年 17年 ３月の第26回ＦＡＯ水産委員会 ＣＯＦＩ では

以下の事項について合意。

①マグロ漁業の諸問題に対応するためのマグロ類の地域漁業管理機

、 、 （ ） 。関の合同会議を ＦＡＯの協力の下 2007年 19年 に日本で開催

②生態系や資源の持続性に配慮した方法で漁獲された水産物である

ことを表すエコラベルに関するガイドライン。

③混獲された海亀の適切な取扱いや海亀の混獲を回避する漁具の使

用促進を目的とした「漁業操業における海亀死亡の削減のためのガ

イドライン」

ウ 国際捕鯨委員会（ＩＷＣ）

（ ） （ ） 、2005年 17年 ６月の国際捕鯨委員会 ＩＷＣ の年次会合でも

鯨類の持続的利用支持国と反捕鯨国の間で激しく議論。しかし、総

じて、両者の票差は縮まってきており、また、一部の強硬な反捕鯨

国を除き、話し合いによる解決を求める気運も高まりつつある。我

が国は、多くの持続的利用支持国と協力しながら、捕鯨再開に向け

た努力を引き続き行う。

（４）国際漁業協力の現状

水産無償資金協力や国際協力機構(ＪＩＣＡ)を中心に各種技術協

力を実施。海外漁業協力財団においても技術移転等様々な協力事業

を実施。また、東南アジア漁業開発センター（ＳＥＡＦＤＥＣ）へ

の支援を実施。
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３ 漁業経営

（１）漁業経営体の動向

、 。平成16年の海面漁業・養殖業の経営体数は 対前年２％減の13万

その95％は、主に家族労働によって営まれる沿岸漁業経営体。

（２）漁業経営の状況

沿岸漁家（沿岸漁船漁家・海面養殖業漁家・小型定置網漁家）１

世帯当たりの16年の漁業所得は、対前年４％増の282万円。漁業外

所得を含めた漁家所得は、前年並みの608万円。

業種別では、沿岸漁船漁家の漁業所得は前年並みの215万円。海

面養殖業漁家は、ブリ、タイ、カキでは減少したが、ホタテガイ、

ワカメ、ノリでは増加し、全体では対前年10％増の626万円。

中小漁業の16年度の漁労利益は、前年度に引き続き赤字。この漁

労収支の赤字を、水産加工業を主とする漁労外事業の利益や事業外

利益で埋め合わせ、経常利益（全体の収支）では86万円の黒字。

16年度の漁労支出額は、労賃の削減や漁船・漁具等の設備投資の

抑制により元年度の３割減だが、燃油価格高騰の影響により油費だ

けは増加しており、支出額に占める油費の割合は、9.8％(元年)か

ら14.3％(16年)に増加。燃料費の割合の高い漁業経営にとって深刻

な事態（トピックス２（P.4）参照 。）

（３）漁業労働者の状況

16年の漁業就業者数は、対前年３％減の23万１千人。高齢化はさ

らに進行（図Ⅱ-３-６ 。各地の漁協や漁家で新規漁業就業者受け）

入れの取組。

→ 17動向P.83
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16年の我が国の沖合・遠洋漁業雇用労働者は、５年前に比べ29％

減の２万５千人。雇用労賃は、製造業の平均が14年度以降増加に転

じているのに対し、減少が続いており、格差拡大。

。 、 、漁船海難船舶隻数は年々増加 衝突や転覆が多く 見張り不十分

気象海象不注意の人為的要因によるものが多い。

（４）漁業協同組合

16年度末の漁業協同組合（漁協）数は2,515組合。このうち、沿

海地区漁協は1,476組合、内水面地区漁協は878組合、業種別漁協は

161組合。

近年の漁業環境の悪化を反映し、漁協の事業規模は横ばい又は縮

小傾向にあり、４分の３の漁協で事業利益が赤字。

漁協の組織・事業基盤強化のため合併推進中。19年度末の合併促

進法の期限を控え、近年、合併が加速しており、16年度は52漁協が

合併に参加したが、目標の約250漁協に向けて相当な努力が必要。



*1 漁業地区：市区町村の区域内において、共通の漁業条件の下に漁業が行われる地区として、共同

漁業権を中心とした地先漁場の利用等漁業に係る社会経済活動の共通性に基づいて農林水産大臣が

設定するものをいう。全国に約２千の漁業地区がある。
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４ 漁村の活性化

（１）漁村の現状

我が国には、6,291の漁村（平成15年 。その多くは、いわゆる離）

島やへき地と呼ばれる条件不利地域に数多く存在。これらの漁村は

漁業を基幹産業とし、水産物の安定供給の役割を担い、他産業の立

地の少ないところに地域社会を形成し、我が国国土の均衡ある発展

に寄与。

我が国では、漁業就業者の減少と高齢化が進んでおり、漁村の活

力の低下が懸念。漁業者が少ない漁業地区 ほど高齢化の進展が著
*1

しく、女性の漁業就業者の割合が少ない傾向（図Ⅱ-４-１ 。）

また、漁業就業者が少ない漁業地区ほど、漁業に専念し、または

漁業を主とする自営漁業者の割合が少なく、漁業就業者１人当たり

の漁獲金額も低い傾向。

→ 17動向P.97
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（２）水産業・漁村の多面的機能と漁村の活性化の取組

ア 水産業・漁村の多面的機能

水産業・漁村には、水産物供給の本来的機能以外に、自然環境の

保全、国民の生命財産の保全、居住や交流の「場」の提供、地域社

会の形成維持など、多面にわたる機能（多面的機能 。その内容及）

、 、 、び評価については 農林水産省からの諮問を受け 平成16年８月に

日本学術会議が幅広い学術的見地から答申。

漁業者やボランティアを中心として各地で藻場や干潟の保全活動

に取り組み。投棄されたゴミの回収や清掃は、漁業就業者数の多少

にかかわらずほとんどの漁業地区で実施。魚つき林の植樹活動は、
うお りん

漁業就業者が多い地区ほど活発に実施（図Ⅱ-４-５ 。）
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イ 漁村の活性化の取組

「都市と農山漁村の共生・対流」のキャンペーン活動、自律的で

「 」経営感覚豊かな農山漁村づくりの先駆的事例 立ち上がる農山漁村

の選定などを展開。

女性は、地域の未利用資源を利用した加工販売や朝市への出店、

レストラン経営、料理講習会による魚食普及活動など幅広い活動を

通じて、地域の活性化に重要な役割。

（ ）意欲ある青年漁業者を中心としたグループ 中核的漁業者協業体

による地域の活性化の取組。

（３）漁村の生活環境の改善

生活環境の整備が遅れている漁村においては、国及び地方公共団

体が関係団体との連携により、汚水処理施設などの整備を推進する

漁村生活環境改善推進運動（漁村リフレッシュ運動）に取り組み。

漁村の高齢化に対応し、潮の干満による船と岸壁の高低差をなく

す浮体式係船岸や防風・防暑施設の整備、岸壁や歩道の段差の改善

（バリアフリー化）等、高齢者に配慮した施設整備を実施。
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○ 平成１８年度水産施策

Ⅰ 概説

Ⅱ 水産物の安定供給の確保に関する施策

１ 食料である水産物の安定供給の確保

安全で信頼できる水産物を安定的に供給するため、ＨＡＣＣＰ（危害分

析重要管理点）システムの導入及び生産から流通に至る一貫した衛生管理

や品質管理の高度化を推進する。また、消費者の視点に立った分かりやす

い適正な表示の実現を図る。さらに、食育基本法に基づき 「食事バラン、

スガイド」の普及・活用等の食育を推進する。

２ 排他的経済水域等における水産資源の適切な保存

及び管理

漁獲可能量（ＴＡＣ ・漁獲努力可能量（ＴＡＥ）制度の適切な運用を）

図るとともに、許可漁業や漁業権漁業の適切な管理を行う。また、我が国

漁船や外国漁船に対する指導・取締り等を行う。さらに「資源回復計画」

の作成を推進するとともに、その円滑な実施を図るため、必要な支援を行

う。

３ 排他的経済水域等以外の水域における水産資源の

適切な保存及び管理

責任ある漁業国として、違法・無報告・無規制（ＩＵＵ）まぐろ漁船の

廃絶に向けた取組に重点をおいて地域漁業管理機関による資源管理に協力

するとともに、我が国漁船による国際規制の遵守の確保を行う。

→ 18施策P.4

→ 18施策P.7

→ 18施策P.12

→ 18施策P.1
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４ 水産資源に関する調査及び研究

我が国周辺水域における水産資源の持続的な利用を図る観点から、資源

評価をはじめとする調査・研究を行うとともに、地域漁業管理機関と協力

しつつ、資源状況や海洋生態系への配慮を組み入れた持続的な漁業管理に

関する調査・研究を推進する。

また、調査・研究の成果や漁海況情報を、幅広く漁業者をはじめとする

国民や、地域漁業管理機関に提供する。

５ 水産動植物の増殖及び養殖の推進

種苗の生産・放流の推進により、資源の維持・増大を図り、持続的な栽

培漁業の発展を図る。また、養殖漁場の改善、水産防疫対策を講じるとと

もに、地域の特性を生かした養殖水産物のブランド化を進める。加えて国

際化の進展に対応してノリ養殖業の構造改革を進め競争力の強化を図る。

内水面漁業・養殖業の振興を図るため、漁場の改善や増養殖を推進する

ほか、魚病のまん延防止措置を講じる。

６ 水産動植物の生育環境の保全及び改善

水産動植物の生育環境である海洋・河川・湖沼において、水質保全対策

を実施するとともに、藻場・干潟の造成、漁場環境の改善や魚付き林の整

備によって水産動植物の生育環境を改善するほか、ブラックバスをはじめ

とする外来生物対策、カワウ・トド等の野生生物による漁業被害対策、有

明海の再生対策を推進する。

７ 排他的経済水域等以外の水域における漁場の維持

及び開発

漁業に関する二国間・多国間の協議、海外漁業協力を通じて、我が国へ

の漁獲割当の確保に努める。

→ 18施策P.13

→ 18施策P.16

→ 18施策P.21

→ 18施策P.27
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８ 水産物の輸出入に関する措置

水産物の輸入割当制度を含む輸入に関する措置の適切な運用を図るとと

もに、水産物の円滑な輸出の促進を図る。

９ 国際協力の推進

開発途上地域における水産業の振興、国際的な資源の管理と持続的利用

の推進等に資するため、開発途上地域への資金協力・技術協力、国際機関

へのトラストファンドの拠出等を行う。

Ⅲ 水産業の健全な発展に関する施策

１ 効率的かつ安定的な漁業経営の育成

世界的な原油価格の高騰による漁業経営への深刻な影響が懸念されてい

ることから、現下の原油価格水準でも維持可能な漁業経営と漁業の構造改

革を進めていくための漁業者や団体の取組を支援する。

また、意欲を持って経営改善に取り組む漁業者の経営基盤を強化するた

めの措置を講じるとともに、中核的漁業者協業体による経営改善への取組

や共同利用施設の整備を推進する。

２ 漁場の利用の合理化の促進

漁業許可制度、漁業権制度の適切な運用を図るとともに、漁業者の自主

的な減船に対し支援を行う。また、海面利用における漁業と海洋性レクリ

エーションの調和の確保を図る。

→ 18施策P.28

→ 18施策P.29

→ 18施策P.31

→ 18施策P.35
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３ 人材の育成及び確保

漁業者の技術及び経営管理能力の向上を図るとともに、若者の新規就業

を促進し漁業就業構造の改革と漁業技術の伝承を進める。

また、安全意識の向上、海難防止・救助体制の整備による漁ろうの安全

、 。 、 。確保 労働環境の改善を促進する さらに 水産教育の一層の推進を図る

４ 漁業災害による損失の補てん等

漁業共済制度、漁船保険制度について、漁業者のニーズに対応するため

の見直しを行いつつ、適切な運用を図る。また、水産物調整保管事業等に

より水産物の需給・価格安定対策を推進する。さらに、原因者不明の油濁

による被害漁業者の救済、大型クラゲ対策、新潟県中越地震により影響を

受けた錦鯉生産地の復興を支援する。

５ 水産加工業及び水産流通業の健全な発展

ＨＡＣＣＰシステムの導入による衛生・品質管理体制の強化、市場・流

通の合理化や食品小売業の振興を図るとともに、水産加工残さや貝殻をは

じめとする副産物のリサイクルを促進し、環境負荷の低減を図る。

６ 水産業の基盤の整備

漁港と漁場の一体的・総合的な整備計画制度の下、漁港の整備、藻場・

干潟の造成、沿岸漁場の保全をはじめとする水産業の基盤整備を推進しま

す。

７ 技術の開発及び普及

産学官の連携を強化し、水産業の健全な発展に資する技術の開発と実用

化を推進する。また、地域の特性や漁業者や現場のニーズに応じた普及事

業を推進する。

→ 18施策P.36

→ 18施策P.40

→ 18施策P.43

→ 18施策P.47

→ 18施策P.49
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８ 女性の参画の促進

女性の多様な能力の向上を図るための研修や活動を支援し、女性が水産

業に関連する活動に参画するための環境整備を推進する。

９ 高齢者の活動の促進

高齢者の技術と能力を活かした水産関係活動の促進や、高齢者が生きが

いをもって活動を行うことができる環境整備を推進する。

10 漁村の総合的な振興

地域の特性に応じた漁村の経済的基盤の強化を図るとともに、集落排水

施設をはじめとする生活環境の整備を推進する。また、防災対策の推進に

より災害時要援護者の防護に努める。

11 都市と漁村の交流等

都市と漁村の共生・対流を推進するため、交流活動の促進・定着を図る

とともに、都市住民にとって魅力の高い地域づくりを進める。また、遊漁

船利用者の安全の確保や海洋性レクリエーションと漁船との秩序ある漁港

利用を図る。

12 多面的機能に関する施策の充実

水産業・漁村の有する多面的機能について、幅広く国民に対する普及啓

発と支援方策の検討を行うとともに、多面的機能の適切かつ十分な発揮に

向けた施策を推進します。

→ 18施策P.51

→ 18施策P.52

→ 18施策P.52

→ 18施策P.58

→ 18施策P.61
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Ⅳ 団体の再編整備に関する施策

漁業協同組合の事業・組織基盤の強化を図るため、財務・経営健全化計

画を策定し、実施する漁協について、漁業信用基金協会の保証を促進する

とともに、漁業共済団体の合併促進について支援する。

また、系統組織の人材育成、漁業協同組合の経営基盤の強化を図るため

の調査や指導を推進するとともに、団体間の連携の強化に向けた具体策の

検討を推進する。

Ⅴ その他重要施策

Ⅵ 水産に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ための取組

◎ 本件に対するご質問・お問い合わせは、下記までお願いします。

水産庁漁政部企画課動向分析班

電 話 ０３－３５０２－８１１１（内線７０６７，７０６８）

ＦＡＸ ０３－３５０１－５０９７

→ 18施策P.63

→ 18施策P.64

→ 18施策P.66




